
宮古島市介護保険施設及び障害者福祉施設運営事業者支援助成金交付要綱 

令和５年１月20日 

告示第９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、原油価格や電気・ガス料金等の物価高騰の影響を受けながら

もサービスの安定的な提供を継続している宮古島市内の介護保険施設又は障害者

福祉施設(以下これらを「施設」という。)を運営する事業者に対し、予算の範囲

内で宮古島市介護保険施設及び障害者福祉施設運営事業者支援助成金（以下「助

成金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象事業者） 

第２条 助成金の交付対象となる事業者は、令和５年７月１日時点において宮古島

市内に住所を有し、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものであって、

本市の公的義務(市税、使用料、負担金、貸付金等の納付)を果たしている者とす

る。 

(1) 介護保険施設にあっては、介護保険法（平成９年法律第123号）第８条 

に規定する介護サービス等を提供している事業者のうち、宮古島市が指定する

事業所を運営する事業者 

 (2) 障害者福祉施設にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成17年法律第123号）第５条第１項に規定する障害福祉サー

ビスを提供している事業所を運営する事業者で宮古島市が指定する事業者及び宮

古島市地域生活支援事業の受託事業者 

（交付対象経費） 

第３条 助成金の交付の対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は、業

務に使用する車両の燃料費及び施設の電気・ガス料金に係る経費で、令和３年度

と比較して令和５年度中（令和５年４月から令和６年３月まで）に高騰した分又

は高騰が見込まれる分を交付対象経費とする。ただし、消費税及び地方消費税は

除くものとする。 

２ 前項の交付対象経費について、国、県及び本市が実施する他の原油価格・物価

高騰等に伴う助成金等の交付を重複して受ける場合は、その額を控除して申請す

るものとする。 



 （助成金の算定方法） 

第４条 助成金の額は、別表に定める上限額と交付対象経費を比較して少ない方の

額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものと

する。 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、宮

古島市介護保険施設及び障害者福祉施設運営事業者支援助成金交付申請書兼請求

書（様式第１号。以下「申請書」という。）に必要書類を添えて、別に定める期

日までに市長に提出しなければならない。 

（交付決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と

認めたときは、宮古島市介護保険施設及び障害者福祉施設運営事業者支援助成金

交付決定通知書（様式第２号）により申請者へ通知し、交付するものとする。 

２ 市長は、助成金の交付が適当でないと認めたときは、宮古島市介護保険施設

及び障害者福祉施設運営事業者支援助成金不交付決定通知書（様式第３号）によ

り、申請者に通知するものとする。 

（交付金の返還） 

第７条 市長は、前条第１項の規定により交付決定を受けた者が、虚偽の申請その

他不正な手段により助成金の交付を受けたことが明らかになったときは、その者

に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和５年1月20日から施行し、令和４年４月1日から適用する。 

２ この要綱は、令和５年９月２１日から施行する。 


